
　

経
済
状
況
悪
化
の
中
で
、
雇
用
情
勢
が
厳
し
い
こ
と

を
踏
ま
え
た
離
職
者
支
援
の
一
環
と
し
て
、　

国
民
健
康

保
険
税
の
一
部
（
所
得
割
）
の
軽
減
を
実
施
し
ま
す
。

○
対
象
者
（
平
成
21
年
3
月
31
日
以
降
に
離
職
さ
れ
た
方
）

　

①
雇
用
保
険
の
特
定
受
給
資
格
者
（
倒
産
、
解
雇
な

ど
の
事
業
主
都
合
に
よ
り
離
職
し
た
方
）

　
　

⇒

雇
用
保
険
受
給
資
格
者
証
の
離
職
理
由
欄
に
以

下
の 

コ
ー
ド 

が
入
力
さ
れ
て
い
る
方

　

11　
解
雇

　

12　
天
災
等
の
理
由
に
よ
り
事
業
の
継
続
が
不
可
能

に
な
っ
た
こ
と
に
よ
る
解
雇

　

21　
雇
止
め
（
雇
用
期
間
3
年
以
上
雇
止
め
通
知
あ
り
）

　

22　
雇
止
め
（
雇
用
期
間
3
年
未
満
更
新
明
示
あ
り
）

　

31　
事
業
主
か
ら
の
働
き
か
け
に
よ
る
正
当
な
理
由

の
あ
る
自
己
都
合
退
職

　

32　
事
業
所
移
転
等
に
伴
う
正
当
な
理
由
の
あ
る
自

己
都
合
退
職

　

②
雇
用
保
険
の
特
定
理
由
離
職
者
（
雇
用
期
間
満
了

な
ど
に
よ
り
離
職
し
た
方
）

　
　

⇒

雇
用
保
険
受
給
資
格
者
証
の
離
職
理
由
欄
に
以

下
の 

コ
ー
ド 

が
入
力
さ
れ
て
い
る
方

　

23　
期
間
満
了
（
雇
用
期
間
3
年
未
満
更
新
明
示
な
し
）

　

33　
正
当
な
理
由
の
あ
る
自
己
都
合
退
職

　

34　
正
当
な
理
由
の
あ
る
自
己
都
合
退
職
（
被
保
険

者
期
間
12
か
月
未
満
）

○
軽
減
算
定
の
内
容

　（
国
民
健
康
保
険
税
）

　
　
　

会
社
の
倒
産
や
会
社
都
合
に
よ
り
退
職
す
る
な

ど
、
非
自
発
的
理
由
で
失
業
し
た
方
の
国
民
健
康

保
険
税
は
、
失
業
時
か
ら
そ
の
翌
年
度
末
ま
で
の

間
、
前
年
所
得
の
給
与
所
得
を
30
％
と
し
て
算
定

し
、
負
担
軽
減
を
は
か
り
ま
す
。
た
だ
し
、
世
帯

に
属
す
る
そ
の
ほ
か
の
被
保
険
者
の
所
得
は
通
常

の
額
と
し
て
算
定
し
ま
す
。

　 

（
高
額
療
養
費
な
ど
）

　
　
　

非
自
発
的
失
業
者
に
つ
い
て
、
高
額
療
養
費
な

ど
の
所
得
区
分
判
定
に
お
い
て
も
前
年
所
得
の
給

与
所
得
を
30
％
と
し
て
算
定
し
ま
す
。
高
額
療
養

費
な
ど
の
自
己
負
担
限
度
額
は「
上
位
所
得
者
」「
一

般
」「
住
民
税
非
課
税
」
の
区
分
で
設
定
さ
れ
て
い

ま
す
が
、「
上
位
所
得
者
」
の
判
定
で
も
、
給
与
所

得
を
30
％
と
し
て
算
定
す
る
ほ
か
、
住
民
税
を
課

税
さ
れ
て
い
る
方
が
給
与
所
得
を
30
％
と
し
て
算

定
し
た
場
合
に
「
住
民
税
非
課
税
」
と
し
て
判
定

さ
れ
る
場
合
も
あ
り
ま
す
。

○
申
請
の
方
法

　
　

軽
減
を
受
け
る
に
は
、
申
請
が
必
要
と
な
り
ま
す

の
で
、
雇
用
保
険
受
給
資
格
者
証
と
、
国
民
健
康
保

険
被
保
険
者
証
お
よ
び
印
鑑
を
ご
持
参
く
だ
さ
い
。

　
　

雇
用
保
険
受
給
資
格
者
証
を
紛
失
さ
れ
た
場
合
は
、

公
共
職
業
安
定
所
（
ハ
ロ
ー
ワ
ー
ク
）
で
再
交
付
を
受

け
た
後
に
申
請
を
お
願
い
し
ま
す
。

　

国
民
健
康
保
険
税
　
減
免
制
度

　
　

災
害
や
急
激
な
所
得
の
減
少
、
そ
の
他
特
別
な
事

情
に
よ
り
国
保
税
の
支
払
い
が
困
難
な
場
合
は
、
申

請
に
よ
り
、
減
額
や
免
除
が
認
め
ら
れ
る
こ
と
が
あ

り
ま
す
の
で
、
お
早
め
に
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

み
ん
な
で
支
え
合
う

国
民
健
康
保
険

65
歳
未
満
の
非
自
発
的
失
業
者
の

国
民
健
康
保
険
税
な
ど
が

申
請
に
よ
り
軽
減
算
定
さ
れ
ま
す

◆
申
請
・
問
い
合
わ
せ
先

　

＊
国
保
税
の
課
税
、
軽
減
、
減
免
、
納
税
相
談
等

　
　

に
つ
い
て

　
　

 

税
務
課　

住
民
税
担
当

　
　

 

税
務
課　

収
納
担
当

　
　
　
　

☎
�
６
５
７
０　

有
線
⑤
５
０
９
３

　

＊
国
保
の
資
格
、
医
療
給
付
等
に
つ
い
て

　
　

 

住
民
課　

保
険
年
金
担
当　
　

　
　
　
　

☎
�
６
５
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